
○千葉市民ゴルフ場管理規則 

平成２４年３月３０日 

規則第２１号 

改正 平成２５年２月１８日規則第４号 

平成２７年３月２７日規則第１１号 

平成２８年３月３１日規則第２６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千葉市民ゴルフ場設置管理条例（平成１９年千葉市条例

第４６号。以下「条例」という。）第１８条の規定に基づき、千葉市民ゴル

フ場（以下「ゴルフ場」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（使用許可の申請） 

第２条 条例第７条第１項の規定によりゴルフ場の施設の使用の許可（以下

「使用許可」という。）を受けようとする者は、千葉市民ゴルフ場使用許可

申請書（様式第１号）を指定管理者に提出し、その許可を受けなければなら

ない。 

（行為許可の申請） 

第３条 条例第１０条第１項（同条第２項の規定により準用される条例第７条

第１項後段の規定を含む。第５条において同じ。）の規定による行為の許可

（以下「行為許可」という。）を受けようとする者は、千葉市民ゴルフ場行

為許可申請書（様式第２号）を指定管理者に提出し、その許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、そ

の結果を千葉市民ゴルフ場行為許可・不許可通知書（様式第３号）により当

該申請を行った者に通知するものとする。 

（使用等の取消し） 



第４条 使用許可又は行為許可を受けた者が、当該許可を受けた行為を行うこ

とを取り消すときは、あらかじめ、千葉市民ゴルフ場使用・行為取消届（様

式第４号）を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が

特別な理由があると認めるときは、この限りでない。 

（許可の取消し） 

第５条 指定管理者は、条例第７条第１項又は条例第１０条第１項の規定によ

る許可を取り消したときは、千葉市民ゴルフ場許可取消通知書（様式第５号）

により当該許可を受けた者に通知するものとする。 

（施設の変更の申請） 

第６条 条例第１２条第１項の規定による承認を受けようとする者は、千葉市

民ゴルフ場施設原状変更承認申請書（様式第６号）を指定管理者に提出しな

ければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、そ

の結果を千葉市民ゴルフ場施設原状変更承認・不承認通知書（様式第７号）

により、当該申請を行った者に通知するものとする。 

（利用料金の減額） 

第７条 条例第１４条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、

この場合において、ゴルフコースの使用に係る利用料金の額の２割に相当す

る額を減額する。 

（１）次に掲げる手帳の交付を受けている者が、当該手帳を提示してゴルフ

場の施設のうちゴルフコースを使用する場合 

ア身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身

体障害者手帳 

イ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条に規定する精神障害者保健福祉手帳 

ウ市長が発行する療育手帳 



（２）前号に掲げる場合のほか、特に必要がある場合として市長が定める場

合 

（平成２５規則４・一部改正） 

（利用料金の返還） 

第８条 条例第１５条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場

合とする。 

（１）災害その他使用許可又は行為許可を受けた者の責めに帰することがで

きない理由により、使用等ができなくなった場合 

（２）前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合 

（公告） 

第９条 市長は、条例第１６条第１項の規定により指定管理者を公募しようと

するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。 

（１）ゴルフ場の名称及び所在地 

（２）指定管理者が行う業務の範囲及びゴルフ場の管理の基準 

（３）指定管理者にゴルフ場の管理を行わせる期間（以下「指定期間」とい

う。） 

（４）条例第１６条第３項の規定による申請（以下「指定申請」という。）

に必要な書類の内容 

（５）指定申請を受け付ける期間（以下「申請期間」という。）及び次条第

１項に規定する申請書の提出先 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（指定申請） 

第１０条 指定申請は、申請期間内に千葉市民ゴルフ場指定管理者指定申請書

（様式第８号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行

わなければならない。 

（１）指定期間に属する各年度におけるゴルフ場の管理に関する事業計画書



及び収支予算書 

（２）指定申請の日の属する事業年度の前３事業年度における貸借対照表及

び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類（以下この号において

「損益計算書等」という。）。ただし、成立の日の属する年度以後３事業

年度を経過していない法人その他の団体（以下「法人等」という。）にあ

っては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日に

おける貸借対照表又は財産目録 

（３）定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等

にあっては、当該法人等の登記事項証明書 

（４）役員（代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含

む。）の名簿 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項第１号に掲げ

る書類及び同項第５号に掲げる書類のうち市長が指定したものについて、申

請期間内に提出することを要しないこととすることができる。この場合にお

いて、同項の規定により指定申請をした者は、市長が定める期日までに、こ

れらの書類を市長に提出しなければならない。 

（平成２７規則１１・一部改正） 

（指定） 

第１１条 市長は、条例第１６条第４項の規定により指定管理者を指定したと

きは、千葉市民ゴルフ場指定管理者指定書（様式第９号）を指定した法人等

に交付するものとする。 

２ 市長は、条例第１６条第４項に規定する法人等でないと認めて、指定管理

者として指定しないときは、千葉市民ゴルフ場指定管理者不指定通知書（様

式第１０号）を当該法人等に交付するものとする。 

（告示） 



第１２条 条例第１６条第５項の規定により告示する事項は、次のとおりとす

る。 

（１）ゴルフ場の名称 

（２）指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地 

（３）指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間 

（４）指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を

停止した場合にあっては、その理由 

（５）管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範

囲 

（協定の締結） 

第１３条 指定管理者は、市長とゴルフ場の管理に関する協定を締結しなけれ

ばならない。 

２ 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。 

（１）ゴルフ場の管理に関する事業計画に関する事項 

（２）使用許可及び行為許可に関する事項 

（３）利用料金に関する事項 

（４）ゴルフ場の管理に要する費用に関する事項 

（５）ゴルフ場の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事

項 

（６）ゴルフ場の管理に関して保有する情報の公開に関する事項 

（７）事業報告書（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第７項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。）その他ゴルフ場の管理

に関する業務の報告に関する事項 

（８）指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項 

（９）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（事業報告書） 



第１４条 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、事業報告書にゴルフ場

の管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、ゴルフ場の管理に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に千葉市教育委員会組織規則等の一部を改正する

等の規則（平成２４年千葉市教育委員会規則第２号）第１０条第６号の規定

による廃止前の千葉市民ゴルフ場管理規則（平成１９年千葉市教育委員会規

則第１１号）の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正

して使用することができる。 

附 則（平成２５年２月１８日規則第４号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日規則第１１号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第２６号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された

用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号 

様式第２号 

様式第３号 

（平成２８規則２６・一部改正） 

様式第４号 

様式第５号 

（平成２８規則２６・一部改正） 

様式第６号 

様式第７号 

（平成２８規則２６・一部改正） 

様式第８号 

様式第９号 

（平成２８規則２６・一部改正） 

様式第１０号 

（平成２８規則２６・一部改正） 

 


